
　　　　　　　主　　　文

一　原判決中、第一審原告ａ、同ｂ、同ｃ、同ｄ及び同ｅの、第一審被告から右第
一審原告らに対する各専任職への辞令の発令が無効であることの確認を求める請求
を棄却した部分を取り消し、右部分につき右第一審原告らの各訴えをいずれも却下
する。
二　その余の部分につき、第一審原告らの控訴（当審における請求の拡張部分を含
む。）をいずれも棄却する。
三　第一審被告の控訴に基づき、原判決主文第二項を取り消す。
四　前項の部分につき、第一審原告らの請求をいずれも棄却する。
五　第一審被告の仮執行の原状回復申立に基づき、第一審被告に対し、第一審原告
ｆは五三七万二一二〇円、第一審原告ａは三五四万五八六〇円、第一審原告ｂは二
八七万〇五三〇円、第一審原告ｃは一五九万円、第一審原告ｄは一三二万六二八〇
円、第一審原告ｅは三二万五二〇〇円及び各金員に対する平成五年三月三一日から
支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
六　訴訟費用は、第一、二審とも第一審原告らの負担とする。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者の求めた裁判
一　第一審原告ら
（控訴の趣旨）
１　原判決を次のとおり変更する。
２　第一審被告の第一審原告ｆ（以下「第一審原告ｆ」という。）に対する昭和六
二年一一月一日付けの専任職への辞令の発令及び昭和六三年四月一日付けの新専任
職制度に基づく給与辞令の発令がいずれも無効であることを確認する。
３　第一審被告の、第一審原告ａ（以下「第一審原告ａ」という。）に対する平成
元年三月一日付けの、第一審原告ｂ（以下「第一審原告ｂ」という。）に対する同
年五月一日付けの、第一審原告ｃ（以下「第一審原告ｃ」という。）及び第一審原
告ｄ（以下「第一審原告ｄ」という。）に対する各平成三年二月一日付けの、並び
に第一審原告ｅ（以下「第一審原告ｅ」という。）に対する同年一二月一日付け
の、各専任職への辞令の発令がいずれも無効であることを確認する。
４　第一審被告との間において、第一審原告ｃが原判決添付の別紙１（三）記載
の、第一審原告ｄが同（四）記載の、及び第一審原告ｅが同（五）記載の、各賃金
の支払を受けるべき労働契約上の地位を有することをそれぞれ確認する（なお、第
一審原告ａ及び第一審原告ｂはいずれも当審において右部分についての訴えを取り
下げた。）。
５　第一審被告は、第一審原告ｆに対し一二六五万二〇二〇円を、第一審原告ａに
対し二〇一九万七一四〇円を、第一審原告ｂに対し一二四七万三九三〇円を、第一
審原告ｃに対し一九六二万六八六七円を、第一審原告ｄに対し一三九七万六七七四
円を、第一審原告ｅに対し一四二三万九二〇〇円をそれぞれ支払え（第一審原告ｆ
を除く第一審原告らはいずれも当審においてその請求を拡張した。）。
６　訴訟費用は、第一、二審とも第一審被告の負担とする。
７　５項につき仮執行の宣言
（第一審被告の後記控訴の趣旨に対する答弁）
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は第一審被告の負担とする。
二　第一審被告
（控訴の趣旨）
１　原判決主文第二項を取り消す。
２　前項の部分につき、第一審原告らの請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用は、第一、二審とも第一審原告らの負担とする。
（第一審原告らの前記控訴の趣旨に対する答弁）
１　本件控訴（当審における請求の拡張部分を含む。）をいずれも棄却する。
２　控訴費用は第一審原告らの負担とする。
第二　当事者の主張
　当事者双方の主張は、次のとおり原審における主張を変更、追加するとともに、
当審における主張を付加するほか、原判決事実「第二　当事者の主張」摘示のとお



りであるから（ただし、原判決一四丁裏三行目「貸金需要」とあるのを「資金需
要」と、二三丁表八行目「六五〇〇円」とあるのを「六万五〇〇〇円」と訂正す
る。）、これを引用する。
《第一審原告ら》
一　原審の主張の変更、追加
１　第一審原告ａは平成六年二月二五日に、第一審原告ｂは同年四月二日に、それ
ぞれ第一審被告を定年により退職した。
２　第一審原告ａ、同ｂ、同ｃ、同ｄ及び同ｅは、いずれも専任職の発令を受け、
「新専任職制度」の適用を受けたことにより、その発令、適用を受けなかった場合
に比較して、原審で請求した翌月の平成四年四月から平成六年三月まで（第一審原
告ａについては定年退職した同年二月まで）の間に、本判決添付の別紙１及び２な
いし５の各（一）記載のとおり、第一審原告ａについては一〇二一万二八〇〇円、
第一審原告ｂについては六三七万〇四〇〇円、第一審原告ｃについては一〇四一万
九六〇〇円、第一審原告ｄについては七四四万〇四〇〇円、第一審原告ｅについて
は八九九万六〇〇〇円のそれぞれ賃金等の削減を受け、さらに、平成六年四月から
平成七年三月までの間に、同別紙２ないし５の各（二）記載のとおり、第一審原告
ｂについては七七万〇六〇〇円（退職後の平成六年六月分の賞与）、第一審原告ｃ
については五三六万五八〇〇円、第一審原告ｄについては三八五万三〇〇〇円、第
一審原告ｅについては四六三万八〇〇〇円のそれぞれ賃金等の削減を受けた。
３　よって、第一審原告らの各専任職発令時から平成七年三月まで（第一審原告ａ
及び同ｂについては退職時まで）の賃金等の削減額の総合計は、第一審原告ａにつ
き二〇一九万七一四〇円、第一審原告ｂにつき一二四七万三九三〇円、第一審原告
ｃにつき一九六二万六八六七円、第一審原告ｄにつき一三九七万六七七四円、第一
審原告ｅにつき一四二三万九二〇〇円となるので、第一審原告らはそれぞれ第一審
被告に対し、右の各金員の支払を求める。
二　第一審原告らの当審における主張
（原判決の不当性に関して）
１　原判決は、第一審被告において、就業規則上一度管理職等になれば、その地位
が保障され降格されないという規定はなく、使用者は個別の人事権を行使すること
により、本件専任職制度と同様の人事配置を実質的に行うことも可能であったとい
う判断をした。
　しかし、第一審被告の就業規則には降格処分に関する規定が存在し、そこには降
格の理由について、「能力の著しい低下により、当該役職の職務職能基準書に基づ
く水準の職務を遂行することが困難と認められる場合及び懲戒により降格処分を受
けた場合」と明確に規定されている。したがって、原判決が述べるように、使用者
が個別の人事権を行使することにより、本件専任職制度と同様の人事配置を行うこ
となど軽々しくできるものではない。第一審被告の行員は、入行後、一般職階、監
督職階、管理職階と昇格し、昇格については、「役職別職務職能基準書」に基づい
て厳正に実施され、使用者の恣意的な昇格が排除されている。
２　原判決は、本件専任職制度の実施について、管理職階又は監督職階の地位にあ
った従業員にとっては仕事の内容が変わるのみで、人事面における降格という性質
を有しないことを考慮すると、専任職制度の創設によって労働者の受ける不利益の
程度はさほど大きくないことを合理性がある一つの理由としている。
　しかし、第一審被告においては、ほとんどの行員が五四歳時に管理職階あるいは
監督職階まで昇格しており、本件専任職制度の実施は、ほとんどの行員にとって降
格処分に該当し、そのことによる不利益は決して小さくない。
３　原判決は、新専任職制度を合理化するに当たって、当初の専任職制度には必要
性及び合理性が認められるから、新専任職制度により第一審原告らが被ることにな
った不利益の程度について比較すべきものは、第一審原告らが発令されなかった場
合ではなく、当初の専任職制度のもとで新専任職に発令された場合であるとしてい
る。
　しかし、右の論理を前提とすれば、制度を次々に変更して、従前の制度との不利
益の差が小さければその合理性が肯定されることになり、その結果、専任職制度導
入前と比較していかに不利益の程度が大きくなろうと合理性が肯定されることにな
り、不当といわなければならない。
（専任職制度・新専任職制度導入の必要性に関して）
１　就業規則の不利益変更が、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働
条件に実質的な不利益を及ぼす場合には労働者にこのような不利益を法的に受忍さ



せることを許容できるだけの高度の必要性が必要であり、その必要性の判断は厳格
になされるべきである。仮に、第一審被告に賃金体系の変更を含む人事制度の見直
しをする必要性があったとしても、これをもって直ちに専任職制度導入の必要性に
結び付けることはできない。
２　第一審被告が、合併直後からいわゆる「高コスト問題」等について検討してき
た経緯があることは認めるが、その際、検討されていた案は、一定の年齢に達した
管理職を管理職から外す「管理職定年制」であり、本件のような一般的な専任職制
度ではなかったのである。ちなみに、専任職制度導入後の人件費は、賃上げ等によ
りわずかながら伸びているが、同時期の物件費は大きく伸びている。第一審被告
は、高コストの改善のためには、物件費に関してできる限りの圧縮に努めてきたと
して、残る方法として人件費の削減を図る以外にないと主張してきたが、誤りであ
ることが明らかとなった。
３　第一審被告は、行員の年齢構成が高齢化の方向で進展し従来の役職制度のまま
では若手行員の士気をそぐことになりかねない反面、いったん管理職になったとし
ても、管理職が多数いるため仕事の内容が必ずしも管理職に相応しいものにはなら
ないことから、管理職行員のやる気をそぐことにもなり、結果として人事の停滞に
よる組織の硬直化と企業活力の低下を招くことが予想されたので、このような事態
の発生を防ぐ必要があったと主張するが、これは第一審被告における役職制度と管
理職制度との関係を誤解したものである。すなわち、「管理職階」に昇格する人員
については定員というものはないのであり、役職別職務職能基準書に基づいた厳正
な判定により、行員は「管理職階」に昇格することが可能であった。したがって、
従前から第一審被告において、「管理職階」にあっても管理職の地位につけなかっ
た行員は少なからず存在したのである。
４　本件の各専任職制度を導入する必要性が全くなかったことは、第一審被告の経
営分析からも明らかである。
（一）　第一審被告は、当時順調に収益力を伸ばしている。すなわち、合併直後の
昭和五一年度を基準に考えると、経常収益においても預金においても着実に増加
し、専任職制度導入の前年である昭和六〇年度には二倍前後まで増加しており、そ
の後も着実に増加しているから、専任職制度を導入しなければならないような将来
にわたる業績に対する不安は全く存在していなかった。
（二）　第一審被告は利益の面でも増加させている。すなわち、第一審被告は、粗
利益ともいえる経常総利益を確実に増加させており、経常総利益は昭和六〇年度に
おいては昭和五一年度に比して約一・七倍に増加している。経常総利益の計算に
は、人件費は含まれておらず、人件費の節約と全く関係がないのであり、それにも
かかわらず経常総利益が増加していることは、大幅な人件費を削減する必要性は存
在しなかったことを示すものである。すなわち、専任職制度を実施する必要性はな
かったのである。
（三）　昭和六一年度から平成五年度までの経常収益累計額は、五七三三億八一〇
〇万円、経常総利益の累計額は二二四五億五三〇〇万円であり、専任職制度実施に
よる賃金削減額は四四億円余りであり、専任職制度実施による人件費削減の額は取
るに足らないものと評価することができ、専任職制度を実施しなくても、第一審被
告の経営を脅かす事態にはならないことも明らかである。また、各種利益が増大し
てきたことにより、内部留保を増大させており、昭和五一年度と比較し昭和六〇年
度には約二・三倍に増加させている。さらに、増資や転換社債の資本への転換を実
施したこともあって、自己資本も充実させてきており、その点からも専任職制度を
実施する必要性はなかった。
（四）　以上のように、第一審被告の業績を計る各種の指標をみる限り、専任職制
度を実施しなければならない必要性はなかったものである。にもかかわらず、敢え
て第一審被告が専任職制度を実施したのは、「金融の自由化・国際化の進展」等を
口実にして一層の利益の追求を図ったからというべきである。
（内容の合理性に関して）
１　第一審被告は、経費節減のため、あるいは人件費配分の是正のために必要だと
いうが、そのことによって高齢者である行員が現実に被る不利益、すなわち既得権
侵害が、なぜ五五歳という年齢を基準として実施されるのかについての説明はなさ
れていない。むしろ、長い年月にわたる銀行業務の中で、多くの経験を積んできた
五五歳以上の行員こそ、銀行の中で様々な能力を発揮することのできる場面が少な
くないのであり、そうした行員の能力を引き出すことこそ適切な労務政策というべ
きである。それにもかかわらず、第一審被告は、他の地方銀行が六〇歳定年制を採



用するに際して、コストの増加を圧縮するために、五五歳以上の賃金を五四歳時の
賃金の四〇パーセント程度に押さえ、それとともに賃金減額の合理性を根拠付ける
ために業務内容を従前の業務内容と切り離された簡易なものとする制度を作り出
し、これに便乗して理由のない合理化策の一環として本件専任職制度を導入したも
のである。
２　近年の国際社会において、一九四八年の世界人権宣言、一九六六年の経済的、
社会的及び文化的権利に関する国際規約（通称Ａ規約）並びに市民的及び政治的権
利に関する国際規約（通称Ｂ規約）、一九八〇年の高齢労働者に関する勧告（ＩＬ
Ｏ第一六二号勧告）など、様々な国際条約や勧告の中に、新たに高齢労働者の人権
保障の規定が盛り込まれるに至った動向がある。当初の専任職制度及び新専任職制
度は、これらの国際条約や勧告の規範的効力に違反した内容を有するものであり、
高齢者の人権保障の観点からも合理性を有しない。
３　第一審被告における役職制度の中で、専任職階は、「所属長が指示する特定の
業務又は専門的業務を遂行することを主要業務内容とする職位であり、特定の集中
業務、特殊債権の管理業務、特殊先の渉外業務などの職務」につくものと規定され
ている。
　しかし、第一審被告の実際の勤務状況の中において、「特定の集中業務、特殊債
権の管理業務、特殊先の渉外業務」というものは独立しては存在しない。例えば、
専任職の仕事の一例とされている「集金専担」についても、集金だけの仕事をする
わけではなく、一般行員の「渉外係」の仕事と仕事内容は異ならない。そもそも、
第一審被告においては、専任職に発令されている行員を含めた人員体制でその業務
全般の処理がされており、専任職の発令に伴い、何らかの人員措置が取られた例は
少ない。専任職に発令された者の大部分は、従前と同じ仕事や他の一般行員が担当
していた仕事を行っており、専任職の業務として規定されている内容は、実体を伴
わない机上の空論にすぎないものである。
４　専任職制度導入後、現在に至るまで、第一審被告で現実に行われている業務
は、この制度導入前とほとんど変わらない人員体制で行われている。また、専任職
に発令された者の職務の内容についても、発令前の職務内容とほとんど同一であ
り、時には、実質的に、発令後の方が労働強化となっているという実態がある。当
時から、専任職に発令された行員も含めた人員体制で業務が営まれているのである
から、発令された者に実質的に従前とほとんど同じ業務を行わせなければ、第一審
被告の銀行業務事態が動かない状況にあった。右のような実施後の状況から明らか
なように、第一審被告において、そもそも専任職制度を導入する必要性及び合理性
がなかったものである。
５　第一審被告が新たに導入した専任職制度には、その実施後において、五五歳に
達しても、専任職に発令されない者が多数存在し、また、非発令期間も長期に及ぶ
という例外が常態化し、その例外的取扱いが何ら是正されず放置され、専任職発令
と非発令を区別する基準も曖昧な状況にある。このような例外が常態化しているこ
とに照らすと、第一審被告が専任職制度を導入することの合理性及び必要性があっ
たのか、大いに疑問があるといわなければならない。
（賃金減額の違法性、不当性について）
１　基本給（本給と業績給）凍結の違法性、不当性
（一）　同一労働が維持されている場合には、合理的な理由なく賃金引下げがなさ
れるべきではないところ、専任職制度で導入された基本給の凍結は、実質賃金の引
下げをもたらすものであり、その不利益が少ないとは到底いえない。とりわけ、第
一審被告は、従来、第一審原告らの所属するみちのく銀行従業員組合（以下「従
組」という）が賃金の増額を要求した際、六〇歳定年制を持ち出し、生涯賃金総額
では青森銀行と同一年齢における賃金を同一水準にすることを拒否してきた経緯が
あり、基本給の凍結は、生涯賃金の総額を減少させるものであり、その不利益が小
さいとして容認することはできない。
（二）　第一審被告の行員の多くは、住宅取得や教育費等の生活費を六〇歳定年時
までの期間で返済する計画を立てており、五五歳以上の基本給が凍結されること
は、就学中の子を抱えていることや物価上昇とも相俟ってその返済計画に大きな支
障をもたらし、その不利益は決して無視できないものである。
（三）　第一審被告において、毎年ベースアップが行われており、基本給の凍結を
受けることは定年に達するまでは基本給が増額するという行員の権利を侵害するも
のである。とりわけ、業績給は、定年まで定期昇給が給与規程上明確に保障されて
いたものであり、単なる期待権ではなく、労働契約の内容として確固たる権利とし



て確立されていたのであり、それを凍結した専任職制度は重大な権利侵害である。
２　業績給削減の違法性、不当性
（一）　第一審被告は、業績給を削減したことについて、業績給が当該行員の職務
遂行能力の発揮度合いに応じて決定される職能給の性格が与えられていることを理
由として、専任職移行に伴い業績給を削減することには合理性がある旨主張する。
（二）　しかし、第一審被告の実際の勤務状況において、前記のとおり、所属長が
指示する特定の業務又は専門的業務を遂行することを主要業務とするような職種
は、その人員体制からいっても、存在する余地はない。また、専任職の発令を受け
た者の大部分が、発令を受けていない行員が従前に行っていた仕事と同様の仕事を
行っているという実態に照らすと、第一審被告の主張は理由がない。そもそも、降
格処分と異なり、使用者が何の理由もなしに行員を下位の職階に移行させることは
できない。
３　役職手当廃止・専任職手当削減及び廃止の違法性、不当性
（一）　第一審原告らは、本件就業規則の改定によって、従来は六〇歳まで保障さ
れた役職とそれに伴う手当を失った。これは、第一審原告らにとって重大な労働契
約上の既得権の侵害に外ならない。役職手当は、基本給の重要な部分であったので
あり、それに代わる専任職手当も基本給の重要な部分を構成するものである。すな
わち、役職手当は、役職制度上の監督職階の主任に昇格すると支給されるようにな
るが、ほとんどの行員は三〇歳前後で主任に昇格するのであり、それ以降定年まで
の約三〇年間、額こそ高低はあるが、役職手当が支給されることになり、行員は役
職手当を含んだ給与を前提に生活設計を立てているので、第一審被告の給与体系の
中で給与の重要部分を占めていた。また、「役職」は、実質的に職能資格制度の資
格の性格を持つものであり、「役職手当」は資格給的な性格を有するものである。
したがって、第一審被告における「役職」は使用者が個別的な人事権の行使によっ
て自由にできるものではなく、それが可能である「管理職」とは異なっている。専
任職制度は、いわゆる「管理職定年制」とは全く異なっているのである。
（二）また、第一審被告の「役職制度運用規程」（従来の「資格別職務基準」と同
一のもの）によると、役職の降格は、「能力の著しい低下により、当該職務を遂行
することが困難と認められる場合及び懲戒により降格処分を受けた場合」にのみ行
うことができるのである。このように、「降格」は処分であるから、客観的な基準
と手続によって行われなければならないものであり、「役職」は管理職と違って、
その地位が保障されなければならないものである。ところが、専任職制度の創設
は、満五五歳という年齢のみを理由として、個別的な審査及び手続なしで一律に降
格させるものであるから、その合理性の欠如は明らかである。
４　賞与の不利益変更の違法性、不当性
（一）　第一審被告は、業績その他を勘案して支給額が決められるという賞与の本
来的な性格に立ち返れば、新専任職制度導入に当たり賞与の支給率を削減したこと
につき合理性がある旨主張する。しかし、賞与は、労働の対価である賃金の一部と
しての性格を有しており、企業の一定の業績等に左右される面はあるとしても、使
用者が全く裁量によりその額を定めることができるものではなく、一定のルールが
定められて、これに従って支給されるべきものである。本件新専任職制度の導入に
より、支給率が三〇〇パーセントから二〇〇パーセントに削減されたが、前記のと
おり、新専任職に発令された行員については仕事が軽易になったことはなく、仮に
軽易になったからといって、基本給が減少したことに伴い賞与額が減少することは
まだしも、支給率までもが削減される理由は存在しない。
（二）　また、新専任職制度の実施により、賞与の不利益変更は支給率の削減にと
どまるものではない。昭和五七年一二月賞与から昭和六一年上期賞与までは、［定
例給与×三〇〇パーセント＋α］との算式により支払われていたが、定例給与に
は、基本給、役職手当、管理職手当等が含まれていた。そして、αについては、そ
の内容に変遷はあるが、その特徴として管理職階ではなく、主任や代理といった役
職に応じて支払われるものであった。ところが、専任職制度導入後の昭和六一年一
二月賞与から、［（基本給＋家族手当）×三〇〇パーセント＋α］と変更された。
右変更は、専任職発令者にとっては二重、三重の改悪となった。
《第一審被告》
一　第一審原告らの主張の変更、追加に対する認否
１　「原審の主張の変更、追加」の項の１の事実は認める。
２　同２の事実のうち、「専任職発令・『新専任職制度』適用がなかった場合の賃
金欄」の金額については、第一審原告らが専任職の発令を受けず、かつ標準の勤務



査定を受けたと仮定した場合、次に指摘する点を除き、特に争わないが、専任職発
令直前までの間の査定経歴から明らかなとおり、第一審原告らが標準の査定を受け
た蓋然性は極めて低いというべきである。「専任職発令『新専任職制度』適用によ
る賃金欄」の金額は認めるが、賃金削減額等の主張は争う。
（一）　別紙３（一）（第一審原告ｃ）のうち、１（２）の一九九二年六月臨時給
与は一七五万一八〇〇円、同年一二月臨時給与は一八二万一八〇〇円である。
（二）　別紙５（一）（第一審原告ｅ）のうち、１（１）の一九九二年四月から一
九九三年三月の間の家族手当は四万五〇〇〇円、合計は五三万三七〇〇円である。
二　第一審被告の当審における主張
（改定された就業規則の合理性について）
１　業績給の削減について
（一　）第一審被告の給与規程では、業績給の定義付けがなされていないが、業績
給の本質は、一般職行員における業績給の格付けの仕組みを検討することによって
明らかになる。すなわち、一般職行員は、事務職階、監督職階、管理職階のいずれ
かの職階に格付けされるが、業績給は、その職階別に定められている「業績給表」
により号俸をもって格付けられるものである（給与規程一九条）。そして、その昇
給号数は、人事考課に基づき査定された号数とされる。このような業績給決定の仕
組みから明らかなとおり、業績給は、当該行員が発揮した職務遂行能力の発揮度合
に応じて決定される職能給の性格が与えられている。
（二）　このような業績給であるから、役職（役職制度運用規程三条では、役職と
は、「各職階の各職務を遂行するために必要な能力の水準に基づき、能力基準の段
階として設定したものをいう。」とされている。）が降格されたときに、下位役職
に相応した業績給に格付けられると同様、職階が変更された場合にも、その変更後
の職階に相応しい業績給を支給するという考え方を採用することは合理性を欠くも
のではない。専任職制度を導入することによって、行員が満五五歳に達すると、全
員、「所属長が指示する特定の業務又は専門的業務を遂行することを主要業務とす
る」専任職に移行することになったのであるから、その専任職移行に伴い業務給を
見直すことにしても何ら不都合はないというべきである。専任職の内容が右のよう
なものであるから、その処遇を他の職階、例えば管理職階や監督職階に比し、その
位置付けに相応しい内容に変えたとしても、原判決の指摘するように、「高齢を理
由として賃金を削減すること」に当たることはないし、まして、「労働基準法三条
に規定する均等取扱の原則に抵触するおそれがある」などという道理もない。
（三）業績給の内容について、専任職階は、管理職階や監督職階に比べて、組織内
の位置付けや予定される職務内容が軽易になるから、業績給のレベルは当然低減さ
れることになる。どの程度の低減が妥当かということは、社内的には、他の職階の
業績給体系との比較、対外的には低減された後の基本給額を同規模の他行における
賃金水準や地元における世間相場、標準生計費の水準と比較するなどして、総合的
に考量して判断することになる。第一審被告が新専任職制度において実施した業績
給削減の結果の賃金水準は、賞与支給率の削減を加味しても、なお、他の地方銀行
の賃金水準を上回り、青森県や青森市の賃金水準も上回っているものである。
２　賞与支給率の低減について
（一）　第一審被告の給与規程の第三九条は、「賞与の支給額、支給日、支給方法
については、業績その他を勘案し、その都度定める。」とし、その支給額決定の基
準について、第四四条は、「賞与額の決定にあたっては、支店業績に対する連帯責
任としての店舗業績と個々人の職務責任遂行度による個人業績の二つを考課基準と
し、各々役職・専任職・管理職に応じ、メリット支給する。」としている。このよ
うに、賞与の支給額は、銀行全体の業績と考課（店舗業績と個人業績）により、そ
の都度決められるものとされているが、従来の実績においては、［（基本給＋家族
手当）×三〇〇パーセント＋α（業績メリット）］という支給算式に基づいて算出
された金額が支給されてきた。なお、右の業績メリットは、職位・役職別、個人業
績・店舗業績別に定められている。
（二）　第一審被告は、新専任職制度の実施に伴い、賞与の支給に関し、過去の実
績を踏まえて、専任職に対する支給算式を右の三〇〇パーセントから二〇〇パーセ
ントと変更することとした。そして、右業績メリットについては、当初の専任職制
度において、店舗業績につき役職にかかわらず二万円又は一万円、個人業績につき
参事、副参事、主査に限り二万円又は一万円とされていたものが、新専任職制度で
は、そのうち個人業績につき、参事が一四万円又は七万円、副参事が一一万円又は
五万五〇〇〇円、主査が六万円又は三万円とされた。この結果、新専任職制度にお



ける賞与支給額は、当初の専任職制度のそれと対比すると、主査以上の役職者につ
いては個人業績の分が一二万円から二万円の範囲で増額されたが、支給率は等しく
二〇〇パーセントに減額され、支給率も低減されたことは事実である。しかしなが
ら、新専任職制度における賞与支給率の低減は、給与規程を変更したというもので
はなく、従来の取扱いを変更するものであって、しかも、業績その他を勘案して支
給額が決められるという賞与の本来的な性格を考えれば、専任職階に移行したこと
によって責任も担当職務内容も軽易になるのであるから、これに伴い賞与支給額が
減額されたとしても、この変更は専任職制度の本旨にも合致するとともに、社会的
相当性を逸脱するものではなく、合理性もある。
（原判決の不当性に関して）
１　原判決は、第一審被告が業績給、賞与を削減した結果の賃金水準について他の
地方銀行の五五歳の行員の賃金水準などを上回ることを認定しながら、五五歳定年
制を六〇歳定年制に改めた他の地方銀行と、もともと六〇歳定年制であった第一審
被告とでは同列に論じられないことを理由として、合理性を裏付ける要素としては
それほど考慮できないと判断したが、誤りというべきである。定年を五五歳から六
〇歳に延長することによって生ずる人件費の増大、人事の停滞及び企業活力の低下
等の問題を解決するため、五五歳に達した場合に五四歳時の約半額程度の賃金に減
額する別個の処遇体系に移行することが経営の必要に基づくやむを得ないものと認
められるのであれば、以前から六〇歳定年制を実施してきた第一審被告において
も、右のような問題が生ずることは同様であり、同業種の地方銀行と同様、人件費
負担の軽減、賃金配分の偏在化是正、人事の停滞、企業活力低下の防止等のため、
新専任職制度を導入することの経営上の必要性、社会的相当性は当然認められるべ
きである。
２　原判決は、昭和六二年度から平成三年度に至る間の第一審被告の経営利益が年
々増大していることを捕らえ、本件専任職制度実施の業績をみると、業績給の削減
と賞与の支給率の削減は、その必要性の程度を超えた内容のものではなかったかと
いう疑いが残ると判断した。
　しかしながら、第一審被告は、本件専任職制度及び新専任職制度実施の当時、貸
出金利回り、資金調達原価とそのうちの預金利回り、経費率とそのうちの人件費率
と物件比率の内訳、一人当たり預金量等平均残高、一人当たり経常利益、一人当た
り人件費等の経営効率を示す指標の多くが、全国地方銀行中最下位のクラスであっ
て、厳しい経済環境の下では、これ以上同業銀行に比べて高い人件費負担には耐え
られなかったものであり、給与体系を改定する極めて高度の必要性があった。銀行
経営にあっては、信用の維持が最大の要務であり、いったん経営内容に不安を与え
たときには、営業に大きな支障を生ずるとともに、経営基盤そのものを揺るがせか
ねない事態に立ち至るおそれがある。第一審被告は、日頃から利益準備金や任意積
立金など内部留保の増大による自己資本の充実に努めてきているのも、信用を維持
向上させるための一環ということができる。したがって、経常利益が増える傾向に
あり、経営危機に陥りそうな状況にないというだけで、新専任職制度を実施しなけ
ればならない経営上の必要性を否定することは、銀行経営上の肝要な諸条件に関す
る理解が欠如していることを示すものである。
３　要するに、本件新専任職制度の実施に伴い、五五歳に達して専任職に移行した
行員について、同業他行の五五歳以上の行員の賃金水準に比して決して遜色のない
水準を維持する中で、基本給のうちの業績給を削減した第一審被告の給与規程の改
定、賞与支給率低減の取扱いは、その内容が相当であり、第一審被告の高度の必要
性に基づいたものであることが明らかである。これに加えて、第一審被告の行員の
七三パーセントを組織しているみちのく銀行労働組合（以下「労組」という。）が
慎重、周到に組織検討を重ねた末に合意していること、選択定年加算金制度の充
実、行員融資制度や企業年金制度の改定、行員特別融資制度の新設等の代償措置を
定めていること、さらに五年間の経過措置を設けていること等を総合的に考量すれ
ば、業績給の削減を定めた給与規程の改定、賞与支給率の低減変更の取扱いには、
十分合理性があり、これを否定した原判決の判断は誤っているといわなければなら
ない。
第三　仮執行の原状回復の申立
一　第一審被告の申立の趣旨
　第一審被告に各金員の支払を命じた原判決が取り消され、第一審原告らの請求が
棄却されたときは、第一審被告に対し、第一審原告ｆは五三七万二一二〇円、第一
審原告ａは三五四万五八六〇円、第一審原告ｂは二八七万〇五三〇円、第一審原告



ｃは一五九万円、第一審原告ｄは一三二万六二八〇円第一審原告ｅは三二万五二〇
〇円及び各金員に対する平成五年三月三一日から支払済みまで年五分の割合による
金員を支払え。
二　申立の趣旨に対する第一審原告らの答弁
　右申立を棄却する。
三　申立の理由
１　第一審被告は、仮執行宣言付の原判決に基づき、平成五年三月三〇日、第一審
原告らに対し右申立の趣旨記載の各金員（元金）を支払った。
２　そこで、当審において、第一審被告に各金員の支払を命じた原判決が取り消さ
れ、第一審原告らの請求が棄却される場合には、第一審被告は第一審原告らに対
し、民訴法一九八条二項に基づき、仮執行の原状回復として、右支払った金員の返
還と損害賠償の支払を求める。
四　申立の理由に対する認否
　申立の理由１の事実は認める。
第四　証拠関係（省略）

　　　　　　　理　　　由

第一　第一審原告ｆの、第一審被告が同原告に対してした専任職への辞令の発令及
び新専任職制度に基づく給与辞令の発令の無効確認を求める訴え、その余の第一審
原告らの、第一審被告が同原告らに対してした各専任職への辞令の発令の無効確認
を求める訴え、並びに第一審原告ｃ、同ｄ及び同ｅが第一審被告との間で原判決添
付の別紙１の（三）ないし（五）記載の各賃金の支払を受けるべき労働契約上の地
位を有することの確認を求める訴えについて
一　請求原因１ないし３及び５（当事者の地位、第一審被告の定年制、本件各専任
職制度の提案と実施）、同４のうち、第一審原告ｆに対し昭和六一年五月一日実施
された当初の専任職制度に基づく専任職への発令があったこと、同６のうち、第一
審原告ｆに対し昭和六三年四月一日実施された新専任職制度に基づく給与辞令の発
令及びその余の第一審原告らに対し専任職への発令があったこと、以上の事実は当
事者間に争いがない。
二　第一審原告らは、右専任職への発令及び給与辞令の発令の無効確認を求めてい
るが、一般にこのような過去の法律行為の無効確認訴訟が許されるのは、その無効
を前提とした現在の権利又は法律関係の存否の確定では紛争の解決ができないな
ど、特段の利益が存する場合に限られる。しかるに本件の場合、第一審原告らは、
専任職への発令が無効であることを前提とした法律上の地位の確認及び給付の訴え
を提起しているのであって、過去の発令行為の無効確認を求めなければならない特
段の利益があるとは認められない。よって、右訴えは不適法である。
三　また、原判決添付の別紙１の（三）ないし（五）記載の各賃金の支払を受ける
べき労働契約上の地位の確認を求める請求につき、原判決は、本来あるべき賃金と
の差額を求める給付の訴えが提起されているとの理由で、訴えの利益を否定してい
るが、一定の賃金（その内容を含めて）の支払を受けるべき労働契約上の地位を有
することを確定することは、継続的契約関係である労働契約における紛争を解決す
る方法として有効適切であり、単に給付訴訟が提起されているとの理由だけでは、
その訴えの利益は否定できない。したがって、右訴えは適法というべきである。
第二　当初の専任職制度及び新専任職制度導入の経過及び内容並びに第一審原告ら
に対する実施状況等について
一　当初の専任職導入に至る経過及び金融情勢について
　前記争いのない事実及び証拠（甲第一ないし第六号証、第二八号証、第一〇二号
証の二、三、第三一号証の一ないし五、乙第一一ないし第一三号証、第一四号証の
一ないし五、第一五、第一六号証の各一ないし三、第一八号証の二、三、第二一号
証の一ないし三、第二二号証、第三五号証の四、第三九、四〇号証、原審証人ｇ、
同ｈ、同ｉ、同ｊ、当審証人ｋ及び同ｌの各証言並びに弁論の全趣旨によれば、次
の事実を認めることができる。
１　第一審被告は、昭和五一年一〇月一日、株式会社青和銀行（以下「青和銀行」
という。）と株式会社弘前相互銀行（以下「弘前相互銀行」という。）との合併に
よって成立した銀行である。
　合併前の青和銀行の規模は、資本金八億円、預金量約一〇〇〇億円、従業員数約
六五〇名、店舗数が三六店舗であり、当時の地方銀行六三行中、預金量の順位は六



一位であった。他方、合併前の弘前相互銀行の規模は、資本金二〇億円、預金量約
二五〇〇億円、従業員数約一五〇〇名、店舗数が五二店舗であり、当時の相互銀行
七二行中、預金量の順位は二二位であった。
２　両行の合併の目的は、経営の効率化による企業体質の強化を目指したものであ
って、青和銀行においては、当時、地方銀行では急務とされていたオンラインシス
テムを単独で完成することは、その規模及び経営内容から大きな負担であったとこ
ろ、弘前相互銀行では、七割方オンラインシステムが完成していたため、両行が合
併することにより費用負担の軽減を図ることができること、弘前相互銀行において
は、当時、相互銀行特有の高コストという体質が問題とされており、普通銀行に転
換してイメージアップを図ることにより、事業を拡大し、経営の効率化を図ること
ができること、合併により両行の店舗が競合する地区について店舗を統廃合し、経
費の削減と効率的な人事配置を図ることができること、等の利点が考えられた。
　労働条件については、基本的にはいずれかよい方に調整するものとされ、定年制
については、青和銀行が五五歳定年制を採用していたのに対し、弘前相互銀行が昭
和二六年から六〇歳定年制を採用していたため、合併に当たっては、六〇歳定年制
を採用することになった。なお、地方銀行中で、当時、六〇歳定年制を採用してい
た銀行は四行に過ぎなかった。
３　第一審被告は、合併により、一〇行ある東北地方銀行の中位行を目指すとの目
標を置いたが、昭和五一年下期から昭和六二年までの間の、銀行における経営効率
を示す各種指標は、原判決添付の別紙９記載のとおりである。これによると、
（一）　合併直後の昭和五一年下期の状態は、貸出金利回り、資金調達原価が全国
の地方銀行六三行の中で最高位にあるのに対し、経費率（預金残高に対する経費の
比率）、その内訳である物件費率及び人件費率がいずれも最下位から二、三番目、
行員一人当たりの経常利益が最下位であり、行員一人当たりの預金量等平均残高が
最下位から七番目という水準であるのに、一人当たりの人件費の額は全国の地方銀
行の平均値と同額であって、高コスト・高利回りで収益力が弱いという企業体質が
如実に示されていた。
（二）　昭和五二年から当初の専任職制度実施の前年である昭和六〇年に至るこれ
らの指標には、多少の順位の変動はあるものの、第一審被告の貸出金利回り、資金
調達原価、経費率（人件費率及び物件費率）、行員一人当たりの預金量等平均残
高、行員一人当たりの経常利益については、全国の地方銀行中で最悪あるいはそれ
に近い順位に低迷していた。
４　この時期の我が国の銀行が置かれていた金融情勢は、おおむね次のようなもの
であった。すなわち、従前は、臨時金利調整法により金利が低い水準で規制されて
いたため、銀行は、預金さえ集めれば利益を生むことができたところ、昭和五〇年
代後半に入ると、低成長経済の影響で企業からの資金需要が減退するとともに、企
業が自己金融力の強化を図るようになったため、貸出金の伸び率は以前の半分程度
に止まるようになった。また、法人からの預金も伸び悩む一方で、個人の預金も金
利の高い郵便貯金に流れたため、預金の伸びも鈍化し、それまでは第一審被告にお
いて二桁台の預金の対前年増加率を示していたものが、三パーセント程度に止まる
ようになった。さらに、企業の経営悪化に伴い貸出資産の内容が悪化し、その結果
として銀行の収益力も低下し、また、国債等の大量発行に伴い、国債を媒体とした
金融取引を開始した証券会社に企業の資金が流れるようになり、それに対抗するた
め、昭和五四年には臨時金利調整法で規制されない譲渡性預金（ＣＤ）が創設さ
れ、預金金利の自由化が始まった。その後、昭和五六年に証券会社の中期国債ファ
ンドや郵便局の定額貯金に対抗するために、銀行独自の預金として一般定期預金よ
りは利率の高い期日指定定期預金が、昭和六〇年には市場金利連動型預金（ＭＭ
Ｃ）が創設され、金融の自由化は拡大の一途をたどった。
５　第一審被告においては、合併から一年を経過した昭和五二年一〇月、人事部長
を委員長とする人事部スタッフと営業店長等から成る「みちのく銀行人事制度研究
会」（以下「人事制度研究会」という。）を発足させ、金融環境が厳しい中での新
しい銀行に相応しい人事制度及び賃金体系のあり方について検討を行った。昭和五
三年九月には大綱の答申がされたが、これはその後「２１世紀への飛翔」として公
表され、全行員に配布された。それによると、第一審被告においては、昭和五二年
四月の段階では、四〇歳以下の男子行員が八九六人であるのに対し、四一歳以上の
行員が五三九人であったが、毎年二〇人の新規採用があると仮定すると、一〇年後
の昭和六二年四月には、四〇歳以下の男子行員六一二人に対し、四一歳以上の行員
が八八七人となり、中高年層が厚くなると予想され、このような人材構成の高度化



に従い、現行役職制度の下で、働きに応じた公正な処遇をしようとすればする程、
役職経験者が加速度的に増え続け、その結果、管理職の肥大化現象が顕著となって
くること、現行の賃金体系は基本的には年功序列型賃金体系であるので、行員各層
個々人の働きに応じた公正な賃金配分という面で大きな壁に突き当たり、五年後に
は約二億七〇〇〇万円、一〇年後には約五億三〇〇〇万円の人件費が増加し、第一
審被告にとって大きな負担となること、さらに、人材構成の高度化は活動力の面で
の低下が否めず、従業員にとっても役職者が多過ぎて、本来的な役職者としての仕
事が与えられず、その結果、行うべき仕事がないためモラルが低下することが懸念
されること、等の問題点が指摘されている。
　そして、このような問題を解決するために、他行に比較して低い女性比率を増や
し、男女構成比の改善に取り組むことにより、人件費の負担軽減を図るのみなら
ず、組織あるいは資格制度を見直すことが必要であり、賃金構造について本給と職
能給に分けて、本給については年齢別に五〇歳までは定期昇給とし、職能給につい
ては職階別に考課による査定昇給とする、管理職手当についても整理することなど
の提言がされている。
６　その後の検討経過は次のとおりである。
（一）　この人事制度研究会で提起された問題をさらに具体的に検討するため、人
事部のスタッフと労組の執行委員から成る「みちのく銀行労使専門委員会」（以下
「労使専門委員会」という。）が発足した。そして、昭和五四年一二月に出された
答申において、選択定年加算金制度を新設するとともに、現行の資格、役職、管理
職の三本体系を資格体系と役職体系にするとともに、専門職制度による新組織体系
を新設し、管理職定年制を導入すること、賃金体系については、人材構成の高度化
に伴う下方硬直化を避け、より公平な賃金配分を行うとの観点から、先の人事制度
研究会の意見に沿った改正をすることを提案した。
（二）　第一審被告は、右のような労使専門委員会の答申を受けて、昭和五五年四
月から選択定年加算金制度を実施し、昭和五七年一月には役職制度運用規程を制定
するとともに、給与規程を改定・実施した。
（三）　そしてさらに、昭和五七年三月、中高年対策問題にしぼって検討するた
め、人事部のスタッフと労組執行部委員から成る「みちのく銀行中高年対策労使専
門委員会」（以下「中高年対策労使専門委員会」という。）を発足させた。同委員
会は、調査役以上の全行員を対象としたアンケート調査の結果を踏まえ、昭和五八
年一二月に答申を出した。この答申では、五年後の昭和六三年四月には四四歳以下
の男子行員より四五歳以上の男子行員の数が増え、一〇年後の昭和六八年四月には
四五歳以上の中高年層の男子行員の割合が五四・一パーセントになると予想し、企
業活力の維持向上のためには、組織の活性化が不可欠であり、そのためには、五五
歳程度を目処にした管理職定年制を導入し、管理職定年時以降の進路については専
門職と専任職を新設していずれかに配置すること、管理職定年時以降の賃金につい
ては基本給水準確保を前提としながら現行体系とは分離し、担当する業務の実態を
見ながら、新しい賃金体系の導入を図っていくこと、選択定年加算金制度について
は適用開始年齢の引下げと乗率の引上げについて検討すべきことなどを提言した。
（四）　さらに昭和五八年六月、第一審被告は、経営課題である高コスト・高利回
りという体質から脱却するための方策の検討を目的として、経営者側からは専務取
締役ほか支店長クラス四名、労組側から執行委員長ら執行部役員五名から成る「経
営体質委員会」を発足させた。同委員会は、様々な角度から問題を取り上げたが、
検討状況をその都度「経営体質委員会ニュース」として全行員に配布した。同年一
二月二九日発行のニュースでは、第一審被告の抱える問題として、中高年者層を中
心とした人材偏在化があるとした上で、「人材の高齢化は、現行賃金制度上総額人
件費の増加はもとより、世代間の賃金配分の偏在化といった形をとりながら、行員
処遇と行員モラールに大きな影響を与える。」「資金量拡大が、今日の経済環境下
で大幅な増加が期待できないことを考え合わせると、高齢化への的確な対策をせず
人件費の制度的累増を招くことは、体質強化に向けての全役職員の努力を無にする
ことになりかねない。」とし、その対応策を模索していく必要がある旨の記事が掲
載されている。
７　以上のとおり、第一審被告は、各種研究会、委員会を通じて第一審被告の経営
上の問題や対策等を検討してきたが、昭和五〇年代末に至っても人件費率が他行に
比して際立って高いという体質は改善されておらず、人材構成の高齢化に伴う人件
費配分の是正は避けて通れないものと判断し、昭和六〇年三月二三日、労組に対
し、「体質強化のための人事諸施策」として、五五歳到達時以降の賃金水準は他行



なみ（五四歳時の賃金の四〇ないし五〇パーセントとする）にしたい、との第一審
被告の考え方を示し、協力を要請した。また、第一審原告らが属する従組に対して
も、同年四月二日の団体交渉において、同様の説明をし、協力を求めた。
　これに対し、労組は、右提案について、組織内部で検討を重ね、昭和六一年一月
二〇日の労使協議会において「五五歳時点で賃金据え置き」「許容できる賃金の削
減幅は二〇～三〇パーセントが限度」などの修正意見を出した。他方、従組におい
ては、五五歳以上の行員の賃金体系等の変更について絶対反対であって、全面撤回
を求めるとの立場に終始し、内容に立ち入って是非を論ずるような状況ではなかっ
たため、第一審被告との間でも、具体的な意見交換がなされないまま経過した。
８　このような経過の後、第一審被告は、労組に対しては昭和六一年一月三〇日、
従組に対しては同年二月三日、「年齢五五歳以上の賃金体系のあり方について」と
題する文書をもって修正の提案をした。その内容は、満五五歳以上の行員の基本給
を凍結し、満五五歳に達した管理職階者は、原則として翌月一日以降は別途創設す
る専任職とし、従前の役職から外れ、また、専任職の賃金は直前役職時の基本給に
諸手当（直前職の管理職手当・役職手当を除き、専任職手当を加える。）を加えた
ものとし、実施時期を同年四月一日とするというものであった。そしてさらに、労
組に対しては同年三月三一日、従組に対しては同年四月三日、「体質強化のための
人事諸施策について」と題する書面をもって、具体案を提示した。
９　労組は、これを受けて内部で検討した上、第一審被告の右提案を了承すること
とし、同年四月二八日の労使協議会において、第一審被告の提案のとおり給与体系
を改定し、対象者を一般職行員とする当初の専任職制度を導入することを応諾し、
同日協定書に調印した。なお、同時に、第一審被告と労組間で選択定年加算金制度
を再制定すること、行員住宅融資制度について満五〇歳以降はいつでも返済額を減
額し、六〇歳定年時に残額を一括して返済することができる旨改定することなども
合意された。これに対し、従組との間では、同年二月二五日及び同年三月二七日に
行われた団体交渉において右の問題が議題に上げられたが、実質的な議論に至ら
ず、同年四月三日の具体的提案後も右の問題についての団体交渉が行われたもの
の、従組が専任職制度について反対の立場を貫いたため、結局、従組との間では合
意の成立を見ないまま、同年五月一日から当初の専任職制度が実施された。
　なお、第一審被告において昭和六二年三月当時、行員総数二〇九五名であるとこ
ろ、従組に所属する行員の数は二四名（一・一パーセント）、労組に所属する行員
の数は一五六七名（七四・八パーセント）であった。
二　当初の専任職制度実施後の状況及び新専任職制度導入の経過等について
前記争いのない事実及び証拠（甲第二号証、第八号証、第九号証の一、二、第一〇
ないし第二四号証、第三一号証の一ないし三、第八七号証、第一〇二号証の二、
三、乙第二号証の二、三、第六ないし第九号証の各一、二、第一〇号証、第一六、
一七号証の各一ないし三、第一八号証の二、第二〇号証、第二二、二三号証、第四
五、四六号証の各一、二、第四七、四八号証、原審証人ｇ、同ｈ、同ｉ、同ｊ、当
審証人ｋ及び同ｌの各証言）並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めること
ができる。
１　昭和六〇年版大蔵省銀行局金融年報は、我が国の金融が構造的変化を遂げつつ
あるとし、「自由金利商品の拡大により金利の自由化が進むとともに、金融業務が
多様化し金融機関等の業際間の恒根も漸次低くなるなど、金融の自由化は着実に進
展しつつある。」と総括しているように、その年には、市場金利連動型預金（ＭＭ
Ｃ）の発行枠の拡大や大口定期預金の金利自由化が実施された。このような金利自
由化の進展は、支払利息を増加させ、銀行の収益を圧迫する要因として作用するこ
とが予想され、とりわけ、小口預金の比重が高い地方銀行、第二地方銀行、信用金
庫では、その影響を大きく受けることが予想された。
　他方、昭和五〇年代後半から始まった銀行業務の自由化、金融市場の国際化の進
展の中で、国際的に銀行システムの安定性の向上を図り、国際的に活動している銀
行間の競争条件を平等なものとするため、銀行において自己資本比率規制の国際的
統一を図ることが必要であるとされ、昭和六二年ころからその検討が進められた。
その後の昭和六三年七月一五日には、バーゼル銀行規制・監督委員会において、自
己資本比率規制の国際的統一を図るための基本的枠組みが合意されている。そし
て、右合意に基づいて、大蔵省は、同年一二月二二日付けの通達で、海外拠点を有
する銀行の自己資本比率を、平成五年三月末以降は八パーセント以上を目標とする
と改めた。
　第一審被告は、従来から強く希望していた株式の証券取引所への上場について、



昭和六二年一二月に東京証券取引所の第二部に、平成元年には同取引所の第一部に
それぞれ上場を実現したが、これは、自己資本を充実させるために、上場により新
たな資金調達の途を図ることを狙ったものである。
２　ところで、昭和六一年五月一日に実施された当初の専任職制度によって専任職
に発令されたものは約九七人であり、賃金の削減率は、年収七二〇万円の場合、ほ
ぼ一〇パーセント程度であった。昭和六二年一一月一日付けで専任職に発令された
第一審原告ｆの場合、発令前の年収が七一九万七〇〇〇円であり、発令後の年収が
六五五万九二〇〇円となった（この点は当事者間に争いがない。）のであるから、
約八・九パーセントの削減である。しかしながら、同年九月の調査による第一審被
告の五五歳以上の従業員の賃金水準（年収）を、すでに定年延長をしていた同業他
行（青森銀行、岩手銀行、東北銀行）及び東北地方銀行の平均値と比較すると、別
紙７のⅠ表Ａ欄ないしＥ欄記載のとおりであって、当初の専任職制度導入後も、第
一審被告が非常に高い水準を維持していたことが明らかである。また、同年度の年
齢別人員分布を青森銀行、秋田銀行及び岩手銀行と比較したものが別紙７のⅡ表ａ
であって、第一審被告における人材構成の高齢化が顕著である。なお、五年後の平
成四年（すなわち新専任職制度導入後）における年齢別人員分布は、同表ｂのとお
りであるが、その傾向に変化はなく、ことに五五歳以上の高齢層比率が他行に比較
して格段に高いことが明らかである。当初の専任職制度導入自体による財政的な効
果は、初年度で五八〇〇万円程度であり、構造的問題の解決は、先送りされていた
という他はない。
　他方、前記原判決添付の別紙９によって、その後の銀行の経営効率を示す諸指標
を見ると、第一審被告の昭和六一、二年度における貸出金利回り、資金調達原価と
そのうちの預金利回り、経費率（人件費率、物件費率）、行員一人当たりの預金量
等平均残高、行員一人当たり経常利益については、合併以来一〇年間のそれと比較
し、各項目とも多少の順位を上げてはいるものの、全国地方銀行中の順位は、依然
として最下位グループを低迷していたことが容易に看て取れる。これに対し、一人
当たりの人件費そのものは、昭和六一、二年度において、東北地方銀行はもとよ
り、全国の地方銀行の平均値と対比しても高額である。
　また、経常利益は、昭和六〇年度が約三〇億円、昭和六一年度が約四六億円と上
昇しているが、青森銀行には約二〇億円の差をつけられており、しかも総資金利鞘
が低いため、決して良好な経営体質とはいえない状況であった。
４　以上のような状況を踏まえ、第一審被告の経営者としては、当初の専任職制度
では十分でないと考え、その見直しを検討する必要に迫られた。そこで第一審被告
は、昭和六二年五月二八日、労組及び従組に対し、同年度の賃金引上げ等の要求に
対し、「五五歳以上の賃金水準のあり方を含む新賃金体系を再構築し来年度から実
施する」との条件を付けたうえで、賃金引上げ等について回答した。これに対し、
労組は右回答を受け入れたが、従組は条件を付けることに応じなかったため、従組
との間では右条件を除いた形で賃金引上げについて合意された。その後第一審被告
は、同年七月下旬ころ、労組との間では労使協議会の場において、新しい人事制度
を作ることを話題にし、従組との間では団体交渉の席上、その旨の使用者側の考え
方を示した。そして、同年九月七日、第一審被告は、労組及び従組に対し、「人事
制度の改定について」と題する書面を交付し、コース別人事管理制度の導入を提案
し、その中で、当初の専任職制度を次のように改定したいと提示した。
（一）　身分について
　満五五歳に達した一般職行員及び庶務職行員は、翌月一日付けをもって原則とし
て全員専任職体系へ移行する。
（二）　給与について
イ　専任職発令とともに、「業績給」を一律五〇パーセント減額する。
ロ　専任職手当を廃止する。
ハ　賞与（年間）を次のとおりとする。
参事（基本給＋家族手当）×四〇〇パーセント
副参事（基本給＋家族手当）×三五〇パーセント
主査・主事・庶務職（基本給＋家族手当）×三〇〇パーセント
（三）　昭和六三年四月一日から実施する。但し、当該者の生活プランを勘案し、
五年間の経過期間を置く。経過措置については、追って提示する。
（四）　担当職務について、今回の処遇面の改定に際し、特に、次の点について徹
底を図ることとする。すなわち、専任職の職務については、五四歳までの職務経
験、保有能力を勘案し、自己完結型の特定業務又は専門的業務に従事させ、移行以



前と全く同じ仕事は与えないものとする。
（五）　右提案の理由として、第一審被告は、「金融の自由化・国際化の進展に伴
い、経営環境は一大変革期を迎えている。この中で、銀行業務は必然的に高度化・
多様化の様相を呈しているが、かかる変革期にあって、当行が新たな前進をしてい
くためには、新しい時代に対応した新しい人事制度の構築が求められる。」とし、
「当行の場合、六〇歳定年制の関係から高年者層への人件費の偏在化という構造的
課題がある。人員構成の高齢化に伴い、この傾向は年を追うごとに顕著となり、結
果として総人件費を圧迫し、企業の発展と活力の中核を担う若手・中堅に対する処
遇が極めてバランスを欠いたものとなっている。一大変革期を迎え、それぞれの職
務の役割期待がこれまでの延長線上にはない今日、年齢や勤続年数に基づく年功的
処遇は見直しを迫られている。」と説明している。そして、右提案にかかる賃金の
減額幅については、これを完全実施した場合の賃金（年収）が別紙７Ⅰ表のＦ欄記
載のとおりであって、これを東北地方銀行の平均値と比較すると、同表Ｇ欄記載の
とおりの開きがあり、第一審被告の方がなお三〇パーセント以上の高水準にあるこ
と、昭和六二年の青森県における全産業平均年収が約三六二万五〇〇〇円であるこ
と（青森県経営者協会発表のもの）、青森市における勤労者世帯の家計消費支出額
が約三二七万六〇〇〇円であり（大蔵省青森財務事務所発表のもの）、四人世帯の
年間標準生計費が約二七九万〇三六〇円であること（青森県人事委員会発表のも
の）等に照らしても、五五歳以上の従業員の賃金としては、決して遜色のないもの
であること、等との判断によるものである。
６　これに対し、労組からは、労使協議会の席上等で質問や要望が出されたため、
第一審被告は、同年一二月一八日、労組に対し、「『新人事制度に関する貴組合か
らの質問事項』に対する回答並びに『新専任職制度についての追加提案』につい
て」と題する書面を交付した。その中で、第一審被告は、専任職制度改定の理由と
して、「ここ数年、当行では、定年六〇歳に伴う高齢化が顕著になったにもかかわ
らず、抜本的な構造改善を行わないままに、年々の賃金を実施してきた。この結
果、①一人当たり人件費では東北地銀のトップクラス、②五五歳以上の賃金は全国
でも例のない高い水準、③五四歳以下、とりわけ大きな役割期待が寄せられている
管理職や能力の進展が著しい係長代理クラスでは年収において格差が生じてきてい
る。最早こうした対応の仕方では、単にコストの面からばかりではなく、全体のモ
ラールという面からも限界に達しているというのが、今回の制度改定の理由であ
る。」と説明している。そして、この書面の中では、追って提示するとされていた
業績給五〇パーセント減額と専任職手当の廃止についての移行措置について具体的
に提案されている。
　第一審被告は、同日、従組に対しても、「新専任職制度についての追加提案」と
題する書面を交付した。
７　さらにその後、第一審被告は、昭和六三年二月一二日、労組及び従組に対し、
修正の提案を行ったが、最終的に同年三月二三日、第一審被告と労組との間で、満
五五歳に達した一般職行員及び庶務職行員は、翌月一日付けをもって原則として全
員専任職体系へ移行すること、専任職の基本給のうち業績給は原判決添付の別紙２
「基本給」欄記載のとおり段階的に削減し、昭和六七年度以降は満五五歳時の五〇
パーセントにすること、専任職手当も同じく「専任職手当」欄記載のとおり段階的
に削減し、昭和六七年度以降は廃止すること、賞与についても支給率を同じく「賞
与」欄記載のとおり段階的に削減し、昭和六七年以降は二〇〇パーセントとするこ
と、そして以上のような新専任職制度を同年四月一日から実施することを合意し、
協定書に調印した。この協定書には、新専任職制度実施に伴う代償措置として、次
のような関連諸制度の改定又は新設の条項が記載されている。
（一）　選択定年加算金制度の改定
　選択定年加算金の支給算式（加算金額＝基本給×支給乗数）の支給乗数を現行よ
り五ないし一〇ポイント引き上げる。
（二）　行員特別融資制度の新設
　専任職行員の冠婚葬祭等に係わる出資に対し、その援助を目的として特別金利に
よるローンを新設したものであり、専任職行員は、三〇〇万円以内の金員を、利息
年四パーセント、返済期間が五年以内という条件で第一審被告から借り受けること
ができる。
（三）　行員住宅融資制度の改定
　行員住宅融資制度の返済猶予の方法について、現行の規定に加えて、審査のうえ
満五五歳に達した者は融資残高について元金の返済を定年退職時に一括返済するこ



ともできるという規定を新設する。
（四）　企業年金制度の改定
　専任職の賃金減額に伴い年金水準が低下するため、その補完を目的として、企業
年金に関して、年金額を月額六万五〇〇〇円（現行は六万円）、掛金の銀行負担月
額を一万二三九〇円（三一〇円増）、行員負担月額を二七〇〇円（一八〇円増）と
改定する。
８　これに対し、従組は、新しい専任職制度の実施にはあくまでも反対であるとの
立場を取り続けたため、結局、第一審被告と従組との間には新専任職制度について
の合意は成立しなかった。
９　以上のような経緯を経て、第一審被告は、昭和六三年四月一日、新専任職制度
を実施した。同時に改定作業が行われていたコース別人事管理制度が実施されたの
は、平成元年一〇月一日である。
　なお、昭和六三年三月の段階において、第一審被告の行員数は二〇一九名である
ところ、このうち労組に所属する行員が一四八二名（七三・四パーセント）であ
り、従組に所属する者が二三名（一・一パーセント）であった。
三　第一審被告の就業規則（これと一体をなす役職制度運用規程、給与規程を含
む。）及びその改定について
　各専任職制度導入の経緯と背景事情については、以上見たとおりであるが、各制
度の導入は、第一審被告の就業規則その他の内部規定の変更を伴うものである。こ
の点については、証拠（乙第一、二号証の各一ないし三、第三号証の一、二、第五
号証、第一〇号証、第四四号証の一ないし三）によれば、次のとおり認められる。
１　第一審被告において、当初の専任職制度導入前の就業規則では、行員とは第一
審被告に勤務する職員（一般職行員、庶務職行員、傭人、嘱託、臨時雇用者及び試
雇者）のうち、一般職行員、庶務職行員及び試雇者をいい、行員の給与について
は、別に定める給与規程によるとされ、これに基づき「給与規程」が定められてい
る。また、就業規則上に明文はないものの、その性質上就業規則の一部と認められ
るものとして、行員の処遇を適切かつ公正に行い、行員自らの能力の開発を促進
し、もって銀行の業績発展に資することを目的とする「役割制度運用規程」が存在
する。
２　右役職制度運用規程によれば、職階とは、「職務を遂行するに必要な知識技能
など職務遂行能力の共通性、類似性及びその程度によって職務をグルーピングした
もの」をいい、職階を管理職階、監督職階、一般職階及び庶務職階に分類する。管
理職階は、専門知識と経験及び管理能力を有する組織単位の長又は次席の職位で、
具体的な職務は部店長、副部店長、次長、課長であり、監督職階は、一般事務職の
上位に位し、上位管理者の指示や基準規程に準拠し、下位の事務職担当者の業務遂
行作業を指導・点検・改善する職位で、具体的な職務は係長、主任であり、一般職
階は、上位者の指導・監督のもとに定型的日常業務を反復遂行することを主要職務
とする職位で、具体的な職務は営業係、融資係、渉外係であり、庶務職階は、所属
長の指導・監督のもとに一般的な銀行業務以外の作業及び事務を遂行することを主
要職務とする職位であり、具体的な職務は自動車運転手、電話交換手、タイプ、用
度係などである。
３　そして、役職制度運用規程においては、役職とは、「各職階の各職務を遂行す
るために必要な能力の水準に基づき、能力基準の段階として設定したもの」をいう
とされ、一般職行員については、一般職職階にあるものが役職として事務職（初
級、中級、上級）に、監督職階にあるものが役職として主任、係長（初級、上級）
に、管理職階にあるものが役職として代理（初級、上級）、調査役（初級、上
級）、主任調査役（初級、上級）に、それぞれ分類され、庶務職階については、役
職として庶務職（初級、中級、上級）に分類され、各役職に対応する職務及び能力
との関係については「役職別職務職能基準書」のとおりとされている。
４　次に、給与規程においては、行員の給与は、①本給と業績給とから成る基本
給、②主任以上の役職者に対して支給される役職手当、管理職を発令された者に対
し役職手当とともに支給される管理職手当、扶養家族のある行員に対し支給される
家族手当等から成る諸手当、③業績その他を勘案して、支給額、支給日、支給方法
についてはその都度定める賞与等からなると定められていた。
５　当初の専任職制度の実施に伴う就業規則等の内容について変更は次のとおりで
ある。
（一）　行員とは、第一審被告に勤務する職員（一般職行員、専任職行員、庶務職
行員傭人、嘱託、臨時雇用者および試雇者）のうち、一般職行員、専任職行員、庶



務職行員及び試雇者をいうと改定された。
（二）　役職制度運用規程も改定され、職階を管理職階、監督職階、事務職階、庶
務職階の他に、専任職階を新設し、専任職階とは、「所属長が指示する特定の業務
又は専任的業務を遂行することを主要業務内容とする職位をいう」と定義し、その
具体的な職務については、「特定の集中業務、特殊債権の管理業務、特殊先の渉外
業務ほか」を行うものとした。また、役職について、前記の一般職行員と庶務職行
員における各分類のほか、専任職行員について、役職として専任職（その内容は主
事、主査、副参事、参事）を定めた。そして、一般職行員が満五五歳に達したとき
は、原則としてその翌月一日をもって専任職に格付けするとし、その格付は直前の
役職により、①主任調査役・調査役が参事に、②代理が副参事に、③係長・主任が
主査に、④事務職が主事にそれぞれ移行する旨規定された。
（三）給与規程も改定され、①満五五歳到達者の基本給は、当月末の基本給をもっ
て翌月一日で凍結する、②専任職に発令された者に対し専任職手当を支給すると
し、主査には、従前主任であったものには一万五〇〇〇円、係長初級であったもの
には二万五〇〇〇円、係長上級であったものには二万六〇〇〇円が、副参事には三
万円、参事には四万円がそれぞれ支給されることになった。
６　新専任職制度の実施に伴う変更は次のとおりである。
（一）　就業規則の文言上の変更はない。
（二）　役職制度運用規程については、庶務職行員が専任職に格付けされるときは
専任庶務に移行する旨の規定が挿入された。
（三）　給与規程については、満五五歳到達者の業績給につき、当月支給額の五〇
パーセント相当額とし、翌月一日から適用する、ただし、五年間の経過期間を設
け、昭和六三年度が九〇パーセント、昭和六四年度が八〇パーセント、昭和六五年
度が七〇パーセント、昭和六六年度が六〇パーセントの支給率を適用するとした。
また、専任職手当については、専任職を発令された者に対し所定の手当を支給する
としたものの、昭和六三年度から五年間で漸次減額し、昭和六七年度にこれを廃止
する旨改定された。
（四）　賞与については、給与規程では、「賞与の支給額、支給日、支給方法につ
いては、業績その他を勘案し、その都度定める」とし、「賞与額の決定にあたって
は支店業績に対する連帯責任としての『店舗業績』と個々人の職務責任遂行度によ
る『個人業績』の二つを考課基準とし、各々役職・専任職・管理職に応じ、メリッ
ト支給する」としていて、文言上の変更はなく、「メリット支給」の基準となる考
課方法の定めにも変更はない。このように、賞与の具体的な支給額は、給与規程そ
のものには定めがなく、銀行全体の業績と考課によりその都度決められるものとさ
れているが、従来の運用は、［（基本給＋家族手当）×三〇〇パーセント＋α（業
績メリット）］の算式によって算出されていた。第一審被告は、新専任職制度の実
施に伴い、これを原判決添付の別紙２「賞与」欄記載のとおり改めた。
四　第一審原告らに対する各専任職発令と不利益の程度及び職務内容について
１　第一審原告らに対して各専任職の発令があったことは前記のとおりであるが、
第一審原告ｆが専任職に発令された月から平成四年一〇月定年退職までの間に受領
した賃金が原判決添付の別紙３（二）記載のとおりであり、専任職に発令されなか
ったと仮定した場合に受領することができたはずの賃金が同３（一）記載のとおり
であること（ただし標準の査定がされたと仮定した場合である。以下同じ。）、そ
の余の第一審原告らがそれぞれ専任職に発令された月から平成四年三月までの間に
受領した賃金が原判決添付の別紙４ないし８の各（二）記載のとおりであり、平成
四年四月から平成七年三月まで（ただし、第一審原告ａは平成六年二月、第一審原
告ｂは同年四月に定年退職するまで）の間に受領した賃金が本判決添付の別紙１及
び２ないし５の各（一）、（二）の２欄記載のとおりであること、仮に専任職に発
令されなかっと仮定した場合に受領できたはずの賃金のうち、平成四年三月までの
分が原判決添付の別紙４ないし８の各（一）記載のとおりであり、同年四月以降の
分が本判決添付の別紙１及び２ないし５の各（一）、（二）の１欄記載のとおりで
あること、以上は当時者間に争いがない（ただし、第一審原告ｃの平成四年の臨時
給与の額及び第一審原告ｅの平成四年四月から平成五年三月までの家族手当の額を
除く）。
２　以上をまとめて表示すると、本判決の別紙６のＡ欄及びＢ欄記載のとおりであ
る（ただし、第一審原告ｃの平成四年の臨時給与の額は、当事者間に争いのない額
を限度し、第一審原告ｅの平成四年四月から平成五年三月までの家族手当について
は、別紙５（一）の記載が第一審被告主張のとおりの誤記と認められるので、それ



に従った。）。そして、専任職に発令されなかったと仮定した場合に受領できたは
ずの賃金と、専任職に発令された結果支給された賃金との差額は、別紙６のＣ欄記
載のとおりである。この差額の中には、家族手当の減少のように専任職導入とは無
関係の部分も含まれるが、これを一応度外視して各人につき減額率を計算すると、
別紙６のＤ欄記載のとおりとなる。
３　次に、第一審原告らの職務内容についてみると、証拠（甲第三八ないし四二号
証、第一三七、一三八号証、原審証人ｈの証言、第一審原告ｆ及び同ｄの各供述）
並びに弁論の全趣旨によれば、次のとおり認められる。
（一）　第一審原告ｆ
　専任職発令前は、本町支店において出納（店頭混雑時における大口、複雑入出金
等の取引、渉外係集金及び貸付係などの取次、庶務係などの直接顧客に関係ない内
部発生の現金取引を扱う。）兼テラー（一般の窓口発生収支取引を扱う）を担当し
ていたが、専任職発令後はテラーのみの担当となった。その後一時、出納兼テラー
の仕事に戻ったが、渉外係として集金を中心とした仕事になり、平成四年一〇月定
年退職した。
（二）　第一審原告ａ
　専任職発令前は、本町支店において営業課長の職にあり、専任職発令後一か月間
は、同支店において営業課長の職務の一部を代行するとともに検印事務の代行も行
っていたが、その後、石江支店に転勤となり、融資課長の下で融資業務を担当し、
平成六年二月定年退職した。
（三）　第一審原告ｂ
　専任職発令の前後を通じて、大畑支店において出納業務を担当していたが、平成
六年四月定年退職した。ただし、同支店は小規模店であって、出納業務の事務量自
体、さほど多くはない。
（四）　第一審原告ｃ
　専任職発令前は、浅虫支店において渉外課長の職にあったが、専任職発令後は、
渉外課長から外された。そして、同支店において渉外業務を担当していたが、二か
月後に大鰐支店に転勤となり、同支店でも渉外業務を担当している。
（五）　第一審原告ｄ
　専任職発令前は、中里支店において融資課長の下で（役職は代理）、融資受付、
延滞手形期日管理などの各種管理業務、一部検印業務の代行を担当していたが、専
任職発令後は、検印代行の権限はなくなったものの、引き続き融資受付、各種管理
業務を担当し、平成五年に規模の小さい小浜支店に転勤となり、さらにその後、小
柳支店に転勤となり、渉外業務を担当している。中里支店における担当業務の項目
は多岐に渡っているが、三、四年の融資実務の経験があれば、おおむねこなしてい
けるものである。
（六）　第一審原告ｅ
　平賀支店において、専任職発令の前後を通じて出納を担当しているが、専任職発
令後は、検印代行の担当からは外されている。
第三　就業規則改定の効力について
一　就業規則の改定によって、労働者の権利・利益を奪い、労働者に不利益な労働
条件を一方的に課することは、原則として許されないが、労働条件の集合的処理を
建前とする就業規則の性質からいって、当該条項が合理的なものである限り、個々
の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことはで
きないと解される。そして、右合理性の判断に当たっては、就業規則の変更によっ
て労働者の被る不利益の性質、内容及び程度と変更の必要性及びその内容とを比較
考量し、変更に至る経緯をも合わせ総合してこれを決すべきものである。
　そこで、以下このような観点に立って検討する。
二　専任職創設の必要性について
１　第一審被告は、昭和五一年に合併して以来、その経営効率を示す各種指標は高
コスト・高利回りで収益力が弱いという企業体質を示しており、ことに人件費率は
全国の地方銀行中で最悪あるいはそれに近い順位にあったこと、その原因が中高年
層を中心とした人材構成の高齢化にあり、「働きに応じた公正な処遇をしようとす
ればする程、役職経験者が加速度的に増え続け、その結果、管理職の肥大化現象が
顕著となり、行員各層個々人の働きに応じた公正な賃金配分という面で大きな壁に
突き当たり、また企業活力の面での低下が否めず、行員のモラル低下も懸念され
る」ことが、すでに昭和五三年に人事制度研究会において指摘されていた。昭和五
〇年代後半から進展した金融の自由化という厳しい経営環境の中で、人材構成の高



齢化に伴い増大する人件費を削減し、賃金配分の偏在化を是正するとの観点に立っ
た組織改革を行うことは、第一審被告の経営者にとっては、まさに一〇年来の懸案
事項であり、避けて通れない問題であり、このことは、全行員の七〇パーセント以
上の組合員を擁する労組にとっても共通の認識となっていたことが認められる。
　そして、この組織改革は、当初の専任職導入と新専任職の導入という二段階に分
けて実施されたが、前段認定の事実からすれば、当初の制度導入によって問題が解
消し、新たに発生した事態に対処するため新制度を導入したという関係にはなく、
その必要性は継続していたことが明らかであるから、両者は、段階を追って実施さ
れた一体のものとして考察する必要がある。原判決は、当初の制度導入の必要性を
肯定しながら、青森県内では有数の企業である第一審被告が経営の危機に瀕して五
五歳以上の行員の給与を大幅に低減させなければ経営が成り立たないという状況に
はないとして、新制度のうち業績給の削減と賞与の支給率の削減について、必要性
の程度を超えたものであるとした。なるほど、第一審被告の経営が危機的状況に陥
っていたと認めるに足りる証拠はないが、いったん銀行の経営が危機に瀕した場合
には信用不安を惹起し、深刻な社会的問題に発展するおそれのあることは明らかで
あって、そのような危機的状況に至らなければ組織改革の必要性がないとすること
は到底できない。
２　第一審原告らは、第一審被告が順調に収益を伸ばし、利益も増大させており、
その経営分析からも、本件の各専任職制度を導入する必要はなかったと主張し、当
審証人ｍはこの主張にそう証言をし、甲第一六八号証にもその旨の記述がある。な
るほど、証拠（乙第四五、四六、号証の各一、二）によると、昭和五九年から同六
二年にかけて第一審被告の経常利益は三二億円から三九億円と伸びてはいるもの
の、同じ地方で競合する青森銀行には約一〇億円の差をつけられ、自己資本比率に
おいてもかなりの差をつけられていることが認められるのであり、第一審被告が、
他行との比較において、高利回り・高コストという脆弱な企業体質にあったことは
前示のとおりであるから、右証言及び説明は採用できない。
三　専任職制度創設の合理性について
１　当初の専任職制度は、「所属長が指示する特定の業務または専任的業務を主要
業務内容とする職位」として専任職階を創設し、職務内容を「特定の集中業務、特
殊債権の管理業務、特殊先の渉外業務」と位置づけ、一般職行員が満五五歳に達し
たときは、原則として専任職に移行することにした。そもそも、事業の効率的遂行
のためどのような企業組織を編成し、どのような労働者を配置するかは、広い意味
での使用者の人事権に属する事項であって、右のような専任職階を創設したこと
は、一定の年齢に達した行員を一律に従前の役職から外して、軽易な業務内容の職
位に移行させ、若手・中堅行員に早く昇進の機会を与えて人事停滞による組織の硬
直化と企業活力の低下を防ぐという、第一審被告の人事権に基づく組織改革の必要
から出たものであると解され、その合理性を肯定できる。
２　第一審原告らは、第一審被告の業務の中で、「特定の集中業務、特殊債権の管
理業務、特殊先の渉外業務」なるものは独立して存在しないとし、現に専任職発令
の前後を問わず職務内容が同一の場合があるし、満五五歳になっても専任職に発令
されない者も多数いるから、この制度を導入する必要があったとする第一審被告の
主張は疑問であると主張する。しかしながら、役職制度運用規程や労組及び従組に
対する説明書（乙第一、二号証の各二、第七、八号証の各一、二）によると、専任
職の職務は、軽易かつ定型的な業務として位置づけられ、指向されていることが認
められるのであり、証拠（乙第五二ないし五六号証及び証人ｌの証言）によると、
平成六年一〇月一日までに専任職に発令された者の延人員は四九四名に達するが、
中には人員配置の関係上、発令が満五五歳到達時から若干ずれたケースもあるこ
と、それ以外に満五五歳を過ぎても発令されず、部長、支店長等の職にとどまって
いる者が十数名存在するが、これはそれぞれの個別事情に基づく例外措置であるこ
と、発令後も従前の業務に従事させている場合もあるが、これは本人の保有能力や
希望等を勘案して、これ以上軽減をはかることができない程度の業務であるためで
あって、その場合でも業務目標は軽減されており、いずれにしても、部下の管理監
督を伴う業務は担当させないことにされていること、等の事実が認められる。要は
その運用にかかっているものというべきであり、若干の例外の存在は、制度そのも
のの合理性の判断を左右するものではない。
３　また、第一審原告らは、高齢者の人権保障の観点からも合理性がないと主張す
るが、前段で認定したところによれば、むしろ高齢者の雇用を確保しながら、賃金
配分の是正を図ったものといえるのであって、右主張は理由がない。



四　賃金の低下を伴う変更の相当性について
１　給与面の変更は、まず当初の専任職制度において、（ａ）基本給（本給と業績
給から成る）の満五五歳到達月での凍結と専任職手当の支給を制度化し、次いで新
専任職制度において、（ｂ）基本給の構成部分である業績給を五〇パーセント減額
し、（ｃ）専任職手当を廃止し、（ｄ）賞与の支給算式のうち支給率三〇〇パーセ
ントを二〇〇パーセントとする取扱いに改める、というのがその概要である。
２　ところで、証拠（甲第一二五号証、乙第一、二号証の各三及び当審証人ｎの証
言）によると、業績給とは、人事考課に基づき各役職別テーブルに従い決定される
ものであって、職務遂行能力を発揮した度合いに応じて支給される職能給たる性質
を有するものであり、役職手当・管理職手当は、それぞれ役職・管理職にあること
の故に支給されるものであることが認められる。そうすると、軽易な業務内容の職
位として位置付けられる専任職に移行することによって業績給が減額されるのは、
その程度はともかくとして、やむを得ないところであるし、役職・管理職から外れ
れば、役職手当・管理職手当が支給されなくなるのは当然である。また、賞与の額
は、給与規程では「業績その他を勘案しその都度定める」とされているだけである
から、右（ｄ）の変更は給与規程の変更ではない。そして、支給額の決定に当たっ
ては、業績が考課基準とされていたのであるから、専任職の業務内容に応じた金額
の見直しがされるのも、その程度はともかくとして、やむを得ないところというべ
きである。
３　第一審原告らは、専任職への移行による役職手当の喪失は既得権の侵害であ
り、また、基本給の凍結は、毎年ベースアップによって基本給が増額されるという
既得権を害するものであると主張するが、役職とは、前記のとおり「各職階の各職
務を遂行するために必要な能力の水準に基づき、能力基準の段階として設定したも
の」であり、役職手当は、当該役職に対応して支給されるものである以上、既得権
ということはできないし、毎年の基本給の増額は一種の期待的利益というべきもの
であるから、理由がない。また、第一審原告らは、業績給の削減、専任職手当への
移行による役職手当の廃止及び専任職手当の廃止について、降格処分との対比にお
いて、その不当性を主張するが、専任職制度の導入とこれによる専任職への発令
は、懲戒などの個別的人事権の発動としての降格処分として行われたものでないこ
とは明らかであって、右の非難は当たらない。
４　次に変更の影響について見るに、右（ａ）ないし（ｄ）が、該当する個々の労
働者に少なからざる不利益をもたらすものであることは明らかであって、第一審原
告らに対する影響の程度は、別紙６に要約したとおり、決して小さなものではな
い。しかしながら、右の賃金の減少は、いわば将来の期待的利益の喪失という不利
益であるし、新専任職制度を完全実施した場合の専任職行員の賃金（年収）は、別
紙７１表のＦ欄記載のとおり四〇五万円ないし四九八万円となり、これと昭和六二
年九月時点での調査による東北地方銀行の平均値との差額は同表のＧ欄記載のとお
りであるから、東北地方銀行の平均値を基準として約一三〇パーセント以上の高額
である（第一審原告らの場合、別紙６の各Ｂ欄記載の数値を年換算してみると、約
四五七万円ないし五七四万円となるから、さらに高額である。）。したがって、新
専任職制度を完全実施した場合においても、第一審被告の五五歳以上の行員の賃金
は、同じ地域の同業他行の五五歳以上の年齢層の行員に比較して、かなりの高水準
を維持していることが看て取れる。そして、青森県における全産業の平均年収、青
森市における勤労者世帯の家計消費支出額、標準生計費等の数値と対比してみて
も、遜色のないものであることが明らかであるし、段階的な移行緩和措置が取られ
ていることに加え、選択定年加算金制度の改定（支給乗数の引上げ）、行員特別融
資制度の新設（特別金利によるローンの新設）、行員住宅融資制度の改定（返済猶
予）、企業年金制度の改定（年金額の増額）等の代償措置が設けられている。これ
らを合わせ考えると、給与面での不利益が社会的相当性を逸脱し、不当なものとま
ではいえない。
５　証拠（乙第四五号証の一、二、第四八号証、第四九号証の一ないし四及び当審
証人ｋの証言）によると、専任職制度導入による人件費削減の効果は、平成四年に
は約一〇億円に上るが、人件費そのものは昭和六二年度の一三四億円から平成四年
度は一四二億円に増加していること、そして四〇歳から五〇歳までの中堅層の賃金
が、昭和六二年では東北の同規模地方銀行の中では下位に属していたのに、平成四
年には中堅層の賃金に格段の改善が行われていることが認められ、組織改革の実が
進んでいることが窺える。
五　専任職制度導入に至る方法の相当性について



　第一審被告の組織改革の問題は、多数の組合員を擁する労組の執行部を交えた労
使専門委員会、中高年対策労使専門委員会、経営体質改善委員会等で長期間にわた
って研究討議され、さらに昭和六〇年三月、第一審被告が「体質強化のための人事
諸施策」として正式提案してからは、労組との間では、労使協議会の席を通じて討
議が重ねられて合意に至ったものであるから、制度の内容には多数従業員の意向も
反映されていると評価することができる。なるほど、第一審原告らが加入する従組
との間では、内容に立ち入った討論がされず、合意にも至らなかったが、それは従
組が絶対反対の態度を取り続けていたからであって、多数の組合員を擁する労組と
の長期にわたる討議と合意の成立という事実は、合理性判断の要素としては無視で
きないものというべきである。
六　総合判断
　従来、定年が五五歳であったところ、これを六〇歳に延長するに当たり、いわば
その見返りとして賃金を五五歳時の半額程度に押えることとして制度改革を進める
企業が多数あることは公知の事実であるが、本件はそれと異なり、すでに六〇歳定
年制が実施されていた銀行が五五歳到達時からの賃金を低く押えようとするもので
あって、該当する労働者の不利益は決して小さくはない。しかしながら、以上示し
たところによると、第一審被告には、専任職制度の創設という方法によって組織改
革を行うにつき、高度の必要性があったものということができ、この制度採用によ
って行員が受ける不利益の内容及び程度、同時に行われた代償措置、同業他行の同
年配行員との比較、多数組合員を擁する労組との合意等の諸事情を総合すると、こ
の制度導入に伴う就業規則の改定及び賞与の支給率の変更は合理性を失わないもの
と認めるのが相当である。
　したがって、本件就業規則（これと一体をなす内部規程を含む。）の改定につ
き、第一審原告らがこれに同意していないことを理由として、その適用を拒むこと
はできず、第一審原告らに対する専任識への発令は有効と認めるべきである。
第四　結論
　以上のとおりであるから、専任職への発令が無効であることを前提として従前の
制度によって計算した賃金との差額の支払を求める第一審原告らの請求は失当とい
うほかはない。そうすると、原判決のうち、右請求を棄却した部分は相当であるか
ら、控訴は理由なしとして棄却するが、これを認容した部分は不当であるから、こ
れを取り消し、右部分の請求及び当審で拡張された請求はいずれも理由なしとし
て、これを棄却すべきである。
　また、冒頭で示したとおり、第一審原告ｃ、同ｄ及び同ｅの地位確認の訴えを却
下した部分は不当ではあるが、右請求は同原告らへの専任職への発令が無効である
ことを前提としたものであって、これが理由のないことは、以上の説示から明らか
であるから、右部分の控訴は棄却することとし、第一審原告ｆに対する専任職への
発令と新制度に基づく給与辞令の発令の無効確認を求める訴えについて、訴えの利
益がないとして、これを却下した原判決は相当であるから、右部分の控訴は理由な
しとして棄却するが、その余の第一審原告らの専任職への発令の無効確認を求める
請求を棄却した原判決は不当であるから、これを取り消して、右部分の訴えを却下
することとする。
　よって、第一審被告の申立に基づく原状回復と損害賠償につき、民訴法一九八条
二項を、訴訟費用（右申立費用を含む。）の負担につき同法九五条、八九条、九三
条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
裁判官　原健三郎　永田誠一　杉山正己）
別紙（１ないし７省略）


